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駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年１０月２６日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　２時１４分　閉会　　　　　　　　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 木村勝彦  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 大澤千恵子
委　　員 藤浦雅彦  委　　員 上村高義  委　　員 弘　　豊

　　委   長 三好義治 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
都市整備部長　小山和重 同部次長　吉田和生　　都市計画課長　新留清志　
同課参事　磯崎秀彦　　　　同課参事　三輪知広

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．審査案件
認定第１号　平成２２年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時　開会）

○木村勝彦委員長　おはようございます。

ただいまから駅前等再開発特別委員会を

開会いたします。

　理事者からあいさつを受けます。森山

市長。

○森山市長　おはようございます。連日

の各常任委員会の審査、ご苦労さまでご

ざいます。

　それぞれご認定をいただきまして、大

変ありがとうございました。

　本日は駅前等再開発特別委員会での決

算のご審査をいただくわけでございます

が、どうぞ引き続いて慎重審査の上、ご

認定賜りますよう、よろしくお願いいた

します。

　一たん退席させていただきますが、ど

うぞ最後までよろしくお願いいたします。

○木村勝彦委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は藤浦委員

を指名します。

暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○木村勝彦委員長　それでは、再開をい

たします。

　認定第１号、所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　小山都市整備部長。

○小山都市整備部長　おはようございま

す。

　それでは、補足説明をさせていただき

ます。

　認定第１号、平成２２年度摂津市一般

会計歳入歳出決算所管分のうち都市整備

部にかかわる部分につきまして、目を追っ

て主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　なお、平成２３年４月に行政機構改革

が行われましたが、摂津市一般会計歳入

歳出決算書におきましては、旧の課名に

よる表記となっておりますので、よろし

くお願いします。

　まず、歳入でございますが、摂津市一

般会計歳入歳出決算書の３８ページをお

開き願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金、節１、都

市計画費補助金のうち社会資本整備総合

交付金は、南千里丘まちづくり事業にか

かわる交付金でございます。

　５２ページをお願いします。款１５、

府支出金、項３、委託金、目３、土木費

委託金、節２、都市計画費委託金のうち

連続立体交差事業調査委託金でございま

す。この委託金は大阪府が実施した連続

立体交差事業基本調査のうち、関連事業

についての調査検討等、市が受託し、実

施したものでございます。款１６、財産

収入、項１、財産運用収入、目１、財産

貸付収入、節１、土地建物貸付収入は、

吹田操車場跡地まちづくり事業において、

平成２０年８月に鉄道・運輸機構から購

入した吹田操車場跡地の一部をＪＲ西日

本が鉄道用地として使用していることに

伴います土地貸付収入でございます。

　５０ページから５２ページにかけまし

て、項２、財産売払収入、目１、不動産

売払収入、節１、土地売払収入のうち南

千里丘土地区画整理事業における保留地

処分金の残金と吹田操車場跡地において

市が取得した用地の一部が河川用地等、

公共施設用地として鉄道・運輸機構に売

却したことに伴います土地の売払収入で

ございます。

　次に、歳出でございますが、摂津市一

般会計歳入歳出決算書の１６０ページを

お開き願います。詳細につきましては決

算概要１３０ページから１３４ページに
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記載しておりますので、ご参照願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

２、街路事業費では執行率６０．７％で

ございます。詳細につきましては、決算

概要１３０ページ、並びに事務報告書の

２１７ページに記載しておりますので、

あわせてご参照願います。節９、旅費は

吹田操車場跡地まちづくり事業にかかる

普通旅費でございます。

　１６０ページから１６２ページにかけ

まして、節１１、需用費は阪急正雀駅前

地区整備支援事業にかかる消耗品費と阪

急京都線連続立体交差事業、阪急正雀駅

前地区整備支援事業及び吹田操車場跡地

まちづくり事業にかかる印刷製本費でご

ざいます。

　節１２、役務費のうち通信運搬費は阪

急京都線連続立体交差事業の調査委託に

おける市民アンケートの郵送にかかる経

費でございます。節１３、委託料のうち

吹田操車場跡地まちづくり事業にかかる

まちづくりガイドライン（案）作成につ

いての吹田操車場跡地利用検討業務委託

料と、阪急京都線連続立体交差事業にか

かる関連事業についての連続立体交差事

業調査委託料でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は阪

急京都線連続立体交差事業にかかる大阪

府連続立体交差事業協議会負担金及び連

続立体交差事業調査負担金と、吹田操車

場跡地土地区画整理事業にかかる都市再

生補助負担金でございます。このうち、

連続立体交差事業調査負担金は、大阪府

が平成２０年度から実施している連続立

体交差事業基本調査の平成２２年度調査

に対する市の負担金でございます。都市

再生補助負担金は、吹田操車場跡地土地

区画整理事業に対する国庫補助金に伴い

ます市の負担金でございます。

　繰越明許費は吹田操車場跡地まちづく

り事業の都市再生補助負担金において、

鉄道・運輸機構による、上り貨物本線の

移転が遅れたことに伴い、工事着手が遅

れ、平成２２年度の執行が困難となった

ため２，５０５万６，０００円の明許繰

越を行ったものでございます。

　１６４ページをお願いします。目６、

再開発事業では、執行率４９．５％でご

ざいます。詳細については、決算概要１

３２ページに記載しておりますので、ご

参照願います。節９、旅費は千里丘西地

区市街地再開発支援事業にかかる普通旅

費でございます。続きまして、目７、南

千里丘まちづくり事業費では、執行率８

６．２％でございます。詳細につきまし

ては決算概要１３２ページ、並びに事務

報告書２０９ページから２１１ページに

記載しておりますので、ご参照願います。

　節８、報償費は、平成２２年７月に行

われましたコミュニティプラザ及び境川

せせらぎ緑道の供用開始に伴います、ま

ちびらきイベントのワークショップの講

師にかかる報償金でございます。

　節９、旅費は普通旅費でございます。

節１１、需用費は消耗品費及び印刷製本

費でございます。節１３、委託料は、ま

ちづくり整備調査委託料と法律アドバイ

ザー委託料でございます。このうち、ま

ちづくり整備調査委託料の主な内容とし

ましては、南千里丘まちづくり事業にか

かる設計積算資料整理業務委託のほか、

５件の委託料でございます。また、法律

アドバイザー委託料は事業の推進に伴い

発生する契約事務や、さまざまな法律に

かかわる業務を円滑に処理するため、弁

護士に法律アドバイザーを委託し、案件

に応じて相談する委託料でございます。

委託料につきましては１１５万１２１円

を翌年度へ継続費逓次繰越を行っており

ます。
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　節１４、使用料及び賃借料は事業に伴

います工事用仮設通路用地等の土地借上

げ料でございます。土地借上げ料につい

ては地権者と１年間の賃貸借契約を締結

していましたが、地権者の意向により１

か月間の契約期間を短縮し終えましたた

め、その分の賃借料は不用額としており

ます。

　節１５、工事請負費はまちづくり整備

工事費でございます。その主な内容とし

ましては、南千里丘まちづくり事業にか

かる一級河川境川環境整備事業上部親水

空間整備工事ほか１３件の工事でござい

ます。工事請負費については１億４８７

万９，０００円を翌年度へ継続費逓次繰

越を行っております。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

阪急新駅設置負担金でございます。負担

金、補助及び交付金については４，１７

７万６１１円を翌年度へ継続費逓次繰越

を行っております。

　１６４ページ、目８、土地区画整理事

業費では、執行率９９．６％でございま

す。詳細につきましては、決算概要１３

２ページから１３４ページにかけて事務

報告書２１２ページに記載しております

ので、ご参照を願います。

　節９、旅費は普通旅費でございます。

旅費については５万６，７４３円を翌年

度へ継続費逓次繰越を行っております。

　節１１、需用費は、消耗品費と印刷製

本費でございます。需用費については５

万６，３８０円を翌年度へ、継続費逓次

繰越を行っております。

　１６６ページをお願いします。節１２、

役務費は、南千里丘土地区画整理事業の

終了にかかる税務相談の手数料を計上い

たしておりましたが、平成２２年度は執

行しなかったため、４８万円を翌年度へ

継続費逓次繰越を行っております。

　節１３、委託料はシステム保守委託料

及び区画整理整備調査委託料でございま

す。このうちシステム保守委託料は、工

事積算システムの保守点検にかかる委託

料でございます。また、区画整理整備調

査委託料は南千里丘土地区画整理事業に

おける換地計画等作成、出来形確認測量

及び終了認可手続にかかる委託料でござ

います。

　節１４、使用料及び賃借料は、工事積

算システム借上げ料でございます。節１

５、工事請負費は、区画整理整備工事で

ございます。区画整理整備工事の主な内

容としましては、区画道路１号線外３路

線道路舗装工事（その２）、外３件の工

事でございます。

　以上、認定第１号、平成２２年度摂津

市一般会計歳入歳出決算所管分のうち都

市整備部にかかわる部分につきましての

補足説明とさせていただきます。終わり

ます。

○木村勝彦委員長　説明が終わりました。

　なお、この特別委員会に付託されてい

ますのは、認定第１号所管別分割表１１

ページに記載された内容となりますので、

それを踏まえて、質疑をお願いします。

　弘委員。

○弘豊委員　平成２２年度の決算という

ことであります。振り返りましたら、こ

れは平成２１年度になりますが、ＪＲの

千里丘ガードの開通、また、平成２２年

２月には鳥飼大橋の架け替え工事が完了

しました。平成２２年度には、阪急摂津

市駅が開業、南千里丘のまちびらきとい

うことで、大きく摂津市のまちづくりの

中では変化があった年だと、この決算報

告書を見る中で、また、この間の議事録

等を見る中で感じたところです。その中

で、やはり市民の皆さんにとっても便利

なったところ、また、さまざまな影響が
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出ているところがあると思いますので、

そうした点から幾つか聞いていきたいと

いうふうに思います。

　最初に歳入の項目で、これは決算書の

５２ページになりますが、土地売払収入

ということで、吹田操車場跡地の分です。

１，３１３万２，０００円、これは鉄道・

運輸機構が買い戻しをされたものだとい

う報告を受けましたが、駅前等再開発特

別委員会での報告によりますと、購入時

の金額は１，０７８万８，０９０円です。

金利負担の分を上乗せして購入していた

だくということでしたが、そうしました

ら２３０万円ほどが金利ということにな

ります。２割ほどの上乗せということに

なりますけれど、そうした理解で合って

いるのかどうか、計算の方法等を教えて

ください。

　続いて、歳出面です。決算概要の１３

０ページ、街路事業費の中に、阪急正雀

駅前地区整備支援事業があります。まち

づくり支援課で正雀駅前地区まちづくり

ワークショップに取り組まれたかと思い

ます。平成２２年度の取り組みの中身に

ついて、お聞かせください。

　３番目、決算概要の１３２ページ、再

開発事業費です。千里丘西地区市街地再

開発支援事業で、千里丘西地区のまちづ

くりの検討について、状況をお聞かせい

ただきたいと思います。

　４番目、同じく決算概要の１３２ペー

ジ、南千里丘まちづくり事業の、まちづ

くり整備調査委託料です。事務報告書を

見ましたら、阪急京都線摂津市駅周辺交

通量調査業務委託を行われています。こ

の交通量調査について、調査の結果、ま

た、その結果がどのように活かされていっ

ているのかということをお聞きしたいと

思います。

　５点目には、同じ南千里丘まちづくり

事業の、まちづくり整備工事です。事務

報告書を見ましたら、坪井踏切付近歩道

改良工事で、１，５４２万７，６５０円

です。坪井踏切の安全対策については、

私も意見を言わせていただきましたけれ

ども、この改良工事の、現時点での安全

対策について聞きたいと思います。

　それから、６番目になりますが、南千

里丘土地区画整理事業についてお伺いし

ます。事務報告書の２１２ページを見ま

したら、阪急南側改札口前自転車駐車場

整備工事（その２）があります。２１１

ページにも、南千里丘まちづくり事業の

阪急南側改札口前自転車駐車場整備工事

があります。南千里丘まちづくり事業と、

土地区画整理事業に分かれていることを

疑問に感じましたので、説明をお願いし

ます。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　それでは、弘委

員のご質問の１点目、吹田操車場跡地の

土地売払収入のご質問に答弁させていた

だきます。この土地売払収入につきまし

ては、昨年１２月の駅前等再開発特別委

員会でもご報告させていただきましたと

おり、吹田操車場まちづくり用地の一部

が本来、河川用地や道路用地等、公共用

地となるべき土地ということが判明いた

しましたために鉄道・運輸機構に土地の

一部を売却したものでございます。

　ご指摘のとおり、土地の売却価格につ

きましては摂津市が鉄道機構から購入い

たしました価格で約１，０７８万円ほど

でございますが、金利が約２３０万円ほ

どついております。これにつきましては、

平成２０年８月に鉄道機構から５万４，

０００平米ほどの土地を１４億円で摂津

市が、まず買っておりますが、その際に

一部、約半分の７億円ほどを起債という

ことで借り入れをしております。これは
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途中で一部償還ができないような起債で

ございまして、複数年の金利が発生いた

します。今回、約１，０００万円ほどの

土地の売却をいたしましたけれども、こ

れにつきましても一部返済ができないと

いうことになると、起債の９年間の金利

負担がかかってきますので、財政課のほ

うに確認をいたしまして、約１，０００

万円ほどに対する金利負担が約２３０万

円ということで、その部分を鉄道機構に

負担を求めて合計で１，３１３万２，０

００円の土地売却ということで契約させ

ていただいております。

○木村勝彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　弘委員のご質問に

答弁させていただきます。

　阪急正雀駅前地区整備支援事業の正雀

駅前地区まちづくりワークショップの取

り組み内容について、昨年度は地元及び

周辺の住民に正雀を再認識してもらい、

あわせて、ワークショップをＰＲする目

的で正雀界隈の名所旧跡やイベント等を

記載した「ました探訪マップ」を作成し、

味下自治会に全戸配布いたしました。

　それから、千里丘西地区のまちづくり

の検討の状況ということですが、千里丘

西地区につきましては、昭和６３年に準

備組合ができまして、現在に至っており

ます。今までにも申し上げておりますが、

再開発の法定要件である、３分の２以上

の地元の同意が得られないということで

す。大口地権者の協力が得られないとい

うことから事業化に至っていない状況で

ございます。

　平成２０年度におきましては、現状の

ままではなかなか進まないということで、

再開発区域を縮小した案で検討をしてま

いりましたが、その案を平成２１年度に

おいて準備組合にも示してまいりました。

しかし、準備組合としても縮小案の事業

につきましては、現在の社会情勢の悪化

等もありまして、不安を持っておられ、

縮小案には踏み切れない、賛成はいただ

けなかったという状況でございます。

　そんな中で準備組合ができてから、当

初は駅前での大規模な高度利用、高容積

での再開発から、近年では事業手法もコ

ンパクトな再開発に変わってきておる状

況もありまして、平成２１年度からは実

際に、そのような新たな再開発事業を手

がけたことのある事業者を講師に招いて

組合に対して勉強会や事業実施地区の視

察を行ってまいったところです。

　そのような勉強会や事業実施地区の視

察を、平成２２年度につきましては総会

を１回、役員会を１回、さらに勉強会を

３回、開催しております。

　それから、阪急京都線摂津市駅周辺交

通量調査の結果ということでございます

が、これにつきましては、平成２２年９

月から、平成２２年１１月にかけまして、

阪急摂津市駅の周辺、坪井踏切と産業道

路踏切の直近の交通量調査を行っており

ます。これについては、その駅が開業し

ましてから、どの程度の交通量があるの

かというのを現地で調査をしたものでご

ざいます。今後、地域の方々のご意見を

参考に、阪急京都線連続立体交差事業等

にも活用してまいりたいと考えておりま

す。

　５番目の坪井踏切の歩道改良工事の安

全対策ということでございますが、坪井

踏切につきましては、例えば、お稲荷さ

んがあったところがあります。地元と協

議をしまして、そういう辺もお稲荷さん

を移動させていただきまして、歩道のた

まりを設けていただきました。反対側の

南側につきましては、民有地を土地交換

をさせていただいて歩道部を広く確保さ

せいただいたということで、前よりは一
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定安全になったと感じております。

　それから、６点目の阪急南側改札口前

自転車駐車場整備工事（その２）につき

ましては、土地区画整理事業費に含め、

本体工事につきましては南千里丘まちづ

くり事業費としております。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　１番目の土地売払収入の件

ですけれども、金利負担金２３０万円と

いうのが、金額として高いのではないか

と思って、理由を聞きたかったんですが、

起債の９年間の金利負担が約２３０万円

ということで、その部分を足して、購入

を求めたということで理解しました。

　今後、吹田操車場跡地にかかわっては

土地の処分、売払等が出てくると思って

います。これは中期財政見通しの中でも、

今後、吹田操車場跡地にかかわって、市

に入ってくる売却収入の見込みが出され

ています。中期財政見通しの中で平成２

７年度には売払収入で１５億円というこ

とで見込まれています。金額について、

担当課としては、どのようにとらえてお

られたのかというようなことを、聞いて

おきたいと思います。

　正雀駅前地区まちづくりワークショッ

プの取り組み内容について、平成２２年

度の取り組みについては、今、お聞かせ

いただきましたが、取り組みの中身、ま

た、参加される人数が縮小しているので

はないかということを感じています。南

千里丘のまちびらきがあったことに関係

して、ご意見なり、聞いているところが

あれば、教えていただきたいと思ってお

ります。

　次に、千里丘西地区のまちづくりの検

討について、昨年の駅前等再開発特別委

員会でも決算審査の際に副市長からご説

明をいただきました、やはり変わってい

ないんだということを伺ったわけですけ

れども、このまま放置できないという認

識はお持ちだと思います。ただ、現状と

して、取り組みが進んでいない中で、こ

れまでも指摘もさせていただきました交

通量の問題、ＪＲ千里丘ガードが開通し

ましたから、その辺のところで少し車の

流れ等が変わったというふうに聞いてい

ます。しかし、一方で、通勤、また、帰

宅の時間帯等々で、ＪＲ千里丘ガードの

上の部分で、車を待機させて待っている

という状況も増えています。歩道の上に

車がとまっていることも随分多くて、あ

れは危ないのではないかという、指摘も

あるわけです。駅前、また、その周辺部

分含めて、本当にそうしたところについ

ては、きちんと取り組みといいますか、

状況の把握がされているのかどうか、そ

のことについても、この場でお聞きして

おきたいと思っております。

　次に、阪急京都線摂津市駅周辺交通量

調査です。今後、阪急京都線連続立体交

差事業等にも活用ができるということで

すけれども、阪急京都線連続立体交差事

業における調査にも取り組まれていたか

と思います。交通量調査ということもや

られていると認識してるんですが、交通

量の実態については二度、それぞれ別々

にやってこられたのか、その関連がどう

だったのかということについて、お聞か

せいただきたいと思います。

　あと、坪井踏切にかかわってですが、

本当だったらスロープをつくって、地下

道があれば安全対策ができると申し上げ

たことがあります。今はいろいろと対策

をとって、以前より安全になったという

ことが答弁の中でありました。道路の状

況としては、改良はされています。しか

し、一方で、通学時間帯を見たときに、

以前だったら阪急正雀駅を利用されてい

た星翔高校の生徒が、ほぼ半々、阪急正
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雀駅と摂津市駅とに分かれて通学されて

いると認識しているんですけれども、生

徒が踏切前を大人数で横断するわけです。

その辺について、何か対策がとれないか

と言わせてもらったことがあります。そ

の改善がされているのかどうか、お伺い

します。

　それから、もう１点、南千里丘から庄

屋に渡る際に、歩道の部分の段差であり

ますとか、車が乗り上げないように、一

部、ブロックが出っ張っていたところが

ありました。これについては、地域の住

民の皆さんから声があって、改善された

と伺ったんですが、最初につくるときに、

どうして分からなかったのかと思います。

工事費が二度手間、三度手間みたいなこ

とで使われているのではないかとも思い

ます。きちんと担当部署で把握しておく

必要があったんじゃないか、その辺を部

内といいますか、庁内での連携がとれて

いたら無駄な工事が省けたのではないか

というご意見もいただいておりますので、

このことについては今後、同じようなこ

とがないようにしていただきたいです。

これは要望として言っておきたいと思い

ます。答弁は結構です。

　阪急南側改札口前自転車駐車場整備工

事について、先ほどの答弁の中では、同

じ工事が、歳出の項目の中で分かれてい

るということで、答えていただきました

ので、どうしてそうなったのかというこ

とについて、お聞かせください。

○木村勝彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　正雀駅前地区まち

づくりワークショップの参加人数が減っ

てきているということでございますが、

当初より、若干減っているのは認識して

おります。現在、毎月１回、ワークショッ

プを開催させていただいておりますが、

１０人弱ぐらいで行っているところでご

ざいます。ただ、この正雀駅前地区につ

きましては、今までの経過からいきます

と、ハード面の整備が困難な中で、ソフ

ト面でのまちづくりを中心に支援してま

いりたいと考えております。

　現在、正雀のワークショップでは参加

者の提案で消防屯所へ絵を書いたり、公

園遊具の塗りかえ、それから、先ほども

申し上げましたマップづくり等を行って、

引き続き支援してまいりたいと考えてお

ります。

　このような活動が大きくなり、地元主

体のまちづくりに結びついていってほし

いと考えております。

　それから、千里丘西地区では平成２１

年度に千里丘ガードの拡幅工事が完了し

まして、そのガードの上での駐車が最近

多くなっています。それから、千里丘西

口駅前の直近部分の状況は、やはり車も

人も交錯しておるということで、この辺

につきましては、我々も、この安全対策

を講じていかなければいけないというこ

とで認識しております。現在、道路担当

部署とも安全対策について、どういうよ

うな取り組み、対応をしていこうかとい

うことで協議を行っているところでござ

います。

　それから、阪急京都線摂津市駅周辺交

通量調査でございますが、阪急京都線連

続立体交差事業でも交通量調査は行って

おります。ただ、阪急京都線連続立体交

差事業とは重複しないように、別途、２

か所の踏切について調査を行ったもので

ございます。

　それから、坪井踏切前を人がまとまっ

て横断することを、何とか改善できない

のかということでございます。我々とし

ましては、一定、前後の歩道改良もされ

て、ある程度、改善されていると考えて

おります。
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○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　吹田操車場跡地

の土地売払収入の見込みに関するご質問

にご答弁させていただきます。

　中期財政見通しで平成２７年度に１５

億円の吹田操車場跡地まちづくり用地の

売却収入が見込まれているけれども、ど

のように考えてるのかというご質問でし

た。吹田操車場跡地まちづくりの用地に

つきましては、現在、土地区画整理事業

で宅地を整備してまいっております。宅

地の売却事業につきましては、その土地

の完成の時期、周辺の民間の動向等を把

握しながら売却時期、売却価格につきま

しては、決まってまいるものかと考えて

おります。

　平成２７年度につきましては、事業の

完成時期でございますので、平成２７年

度に鉄道機構から購入しました１４億円

の土地価格に、先ほどご説明しました金

利負担分を加えまして１５億円、これを

最低ラインとして、これ以上では売却を

したいという価格を財政見通しに計上さ

せていただいております。

○木村勝彦委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　阪急南側改札口

前自転車駐車場整備工事が南千里丘まち

づくり事業と土地区画整理事業に分かれ

ている理由について答弁を申し上げます。

場所はコミュニティプラザの横の自転車

駐車場でございます。ラックを設けて、

駅前側出口を自動改札で整備いたしてお

ります。この区域そのものは、もともと

は区画整理区域に立地しておりますので、

基本は区画整理事業で行うのが基本になっ

てまいります。建物ではなく、緑地帯と

して、広場の一部の整備いたしておりま

すので、基本は区画整理事業で行います。

たまたま、高さがありますので、下の空

間を自転車駐車場として有効利用してい

いるという流れでございます。これが基

本になってまいります。ただ、区画整理

事業は補助対象になってまいりませんの

で、我々とすれば補助対象となるものを

選択して事業を行い、できるだけ経費の

削減をしていきたいということがござい

ました。自転車駐車場には平置きのラッ

クと２段ラックの二つございますが、２

段ラック部分は補助対象になるというこ

とを我々が確認いたしまして、２段ラッ

クにつきましては、基本的に区画整理事

業に含まれず、南千里丘まちづくり事業

で補助を受けて事業を行ったということ

でございます。

　基本的には区域からいいますと、区画

整理事業で行うべき事業でありますが、

区画整理事業の中では補助をもらえない

ので、ラック部分だけ南千里丘まちづく

り事業に出して、補助対象にさせていた

だいたため同じ工事でございますけれど

も、二つに分かれてしまうという現状で

ございます。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　吹田操車場跡地の土地売払

収入の見込みについては、価格が低いの

ではないかということで、質問させてい

ただきました。購入時は１４億円、区画

整理事業を行って、また、金利負担分等々、

いろいろあるなかで、中期財政見通しで

は１５億円ということですけれども、そ

の額、最低ラインがこうだというような

ことでした。見通しの立て方について、

もう少し詳しく分かれば、今後に活かせ

るのではないかと思います。そのあたり

は、財政状況、また、景気の動向、全国

的な金利、土地の価格の動きなども含め

てということでしょうか。しかし、平成

２７年度といいましたら、４年後になっ

てまいりますので、その辺の見通しは、

早期にお示しいただきたいです。この場
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でご答弁ができないようでしたら、また、

後日にお願いします。これは要望にして

おきたいと思います。

　正雀駅前地区まちづくりワークショッ

プの参加人数については、お答えの中で

毎回の参加は１０人弱という話でした。

事務報告書では人数までは出ていません

が、ホームページで出ている最近の状況

では、第５２回が６人、第５３回も６人

ということで推移しています。正雀のま

ちづくりをソフト面で支援していくとい

うことを言われてますが、その行政の姿

勢を、どのように地域住民の方たちが評

価しているのかということが反映されて

いると思います。

　これは現在の問題になりますけれども、

正雀駅前にマンションが建設されるとい

うことで、批判的な声も聞きます。工事

車両がたくさん入っていっていますし、

先日、朝の時間帯に、重機を運ぶ大きい

車両が通行する場面と遭遇したんですけ

れども、その際には歩道も車道も他の通

行をストップさせて、交通整理されてい

ました。マンション建設については、議

会への説明は無かったかと思うんです。

住民の方も、初めて聞いたという方も多

いと認識しています。

　そういった点では、今後、正雀駅前の

まちづくり、これをどういう形で支援し

ていくのかということについて、もっと

明確な態度で、市民と協働のまちづくり

ということが言われている中で、ワーク

ショップも取り組んでこられた活動につ

いては、評価している部分もあるんです

けれども、今の実態について言いました

ら、なかなか厳しいと思っております。

　正雀駅前のまちづくりにおいて、今回

のマンション建設は、摂津市として、ど

ういう認識を持っておられるのか、お聞

きします。

　千里丘西地区のまちづくりの検討につ

いてです。これは、お答えの中で庁内で

連携を取って行うということも言われま

した。地域の皆さんからしてみたら、エ

レベーターの問題でも、不満の声を聞い

ておりますし、そういった意味では、本

当に何とか早急に対策を取っていただく

ように、これも要望としておきたいと思

います。

　あと、阪急京都線摂津市駅周辺交通量

調査についてです。連続立体交差事業の

交通量調査とは重複しないように行って

いるというお答えでしたけれども、どの

ようにされたのか、もう少し詳しく聞か

せていただきたいと思います。

　阪急南側改札口前自転車駐車場整備工

事については、できるだけ補助金がもら

えるようにということで工夫を行って、

こういう形になったということでした。

ただ、そういう実態は、事務報告書を見

ただけでは、わかりませんので、そうい

うことは説明があったほうがよかったと

思います。

○木村勝彦委員長　正雀駅前地区まちづ

くりワークショップについては、参加人

数が少ないという話が出ましたけれども、

講師の先生を中心にして、真剣にワーク

ショップに取り組んでもらって、屯所の

壁塗りをしたり、実際にまちを回ってみ

たり、真剣にやってもらっています。そ

ういう点では、量よりも質という面もあ

りますし、その辺は見解の相違があるか

と思います。あと、正雀駅前のマンショ

ンの建設問題、これは、決算審査とは少

し外れておりますけれども、もし、担当

で答えられるようでしたら、答えていた

だいても結構です。

　新留課長。

○新留都市計画課長　弘委員の正雀駅前

のマンション建設についてのご質問です
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が、これにつきましては、我々のところ

にも協議に来られています。道路工事用

車両の進入等について、協議に来られて

おります。地元自治会には、事前に説明

をしてから工事にかかってくださいとい

うことで、道路担当部署から指導をして

おります。

　それから、阪急京都線摂津市駅周辺交

通量調査についてでございますが、連続

立体交差事業の交通量調査とは重複しな

いようにということで、坪井踏切と産業

道路踏切の交通量調査を行ったものでご

ざいます。連続立体交差事業につきまし

ては、坪井踏切と産業道路踏切を除きま

して、千里丘踏切、正音寺踏切、乙の辻

踏切です。それから、茨木側の上２番踏

切等の交通量調査を行ったものでござい

ます。

○木村勝彦委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　阪急京都線摂津

市駅周辺交通量調査について、やはり連

続立体交差事業とのかかわりが最終的に

出てまいります。中身につきましては、

連続立体交差事業の場合の調査は、踏切

を垂直に渡る人、単車、自転車、車だけ

でございます。だから、調査自体は単純

な調査の交通量調査になってまいります。

阪急京都線摂津市駅周辺交通量調査につ

きましては、以前からご指摘いただいて

いる踏切内の乱横断、踏切手前の乱横断、

歩道がないのに渡られる、そういう危険

性を把握するという方向で、我々も対応

をいたしまして、単純に交通量だけでは

なく、そういう乱横断を前提にした視点

で調査を実施いたしてまいりました。そ

の結果、ご指摘のとおり、やはり学生の

乱横断も見受けられるということで、結

果を踏まえて高校の校長に、乱横断防止

を申し入れてまいったという経緯でござ

います。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　阪急京都線摂津市駅周辺交

通量調査については、連続立体交差事業

の交通量調査と同じような調査であるよ

うだったら、連続立体交差事業では補助

金がもらえる事業になるのではないのか

と思いまして、先ほどの阪急南側改札口

前自転車駐車場整備工事については、工

夫がされているということでしたので、

質問させてもらいました。阪急京都線摂

津市駅周辺の２つの踏切については、こ

れまでも指摘してきたように、危険な面

があるということと、また、遮断時間が

長いということで、渋滞になるというこ

ともありますので、この辺については、

今後、実態を把握して、必要な対策につ

いては、連携をとっていただきたいと思

います。

　それから、正雀駅前のマンション建設

についてです。これにつきましても、ワー

クショップで、取り組まれていることに

ついては、私も評価をするということで、

言っておりますので、そのように受け取っ

てもらいたいと思うんですけれども、そ

れをやっているにもかかわらず、なかな

か住民の方たちの思いとは違った形の開

発になっている、マンションが建つこと

についても、いろんな意見、いろんな思

いがあると思います。市としてどういう

ふうに考えているんだという姿勢が、もっ

と市民の方に伝わるような、そういう取

り組みを丁寧にやっていっていただきた

いというふうに思います。これは、庁内、

ほかの部署にもつないでいってもらいた

いというふうに要望としておきたいと思

います。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　そうしましたら、２

点だけ、ご質問させていただきます。
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　１点目は、決算概要の１３０ページ、

街路事業費の中の、阪急正雀駅前地区整

備支援事業でございます。先ほど、弘委

員もご質問なさっておりましたけれども、

「ました探訪マップ」を作成し、味下自

治会に全戸配布されているということで、

どれくらい枚数を刷られたのかというこ

とと、それから、地元の自治会からの意

見としてどういった意見があったのか、

お聞かせいただきたいと思います。また、

どういった講師を招かれたのかも合わせ

てお聞かせいただきたいと思います。

　２点目は、決算概要の１３２ページ、

南千里丘まちづくり事業のまちづくり整

備調査委託料、この内訳を教えていただ

きたいと思います。

○木村勝彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　阪急正雀駅前地区

整備支援事業で、「ました探訪マップ」

をつくっておるわけですが、この枚数は

どれくらい刷ったのかというお問いです。

これは、１，５００枚を刷りまして、地

元自治会に配布しております。それで、

講師につきましては、もともと市役所に

もかかわりを持っておられます近畿大学

教授の久先生に講師をしていただいてお

ります。

○木村勝彦委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　南千里丘まちづ

くり事業のまちづくり整備調査委託料、

この内訳でございますけれども、全部で

６点ございます。

　まず１点目は、南千里丘まちづくり事

業設計積算資料整理業務委託が１点でご

ざいます。

　次に、旧福祉会館等跡地官民境界明示

申請業務委託でございます。

　３点目は、南千里丘まちづくり事業阪

急京都線摂津市駅周辺交通量調査業務委

託です。

　４点目は南千里丘地区まちづくり交付

金事後評価方法書検討業務委託。

　５点目に境川境界点復元測量業務委託。

　６点目といたしましては、南千里丘５

６２番３外１筆不動産鑑定評価業務委託、

計６点の業務委託になっております。

○木村勝彦委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　今、答弁が抜けてい

たんですけれども、地元の自治会からど

ういった意見があったのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　「ました探訪マッ

プ」については、地元でこういうのをつ

くりまして、名所旧跡等、知っているよ

うで意外と知らない場所がたくさんあり、

改めてそういうところを再認識したとい

うようなご意見や、ワークショップには

他市のいろんな地域の方も参加されてお

りますので、自分たちのところでもこう

いうのをつくっていきたいというご意見

もございました。

○木村勝彦委員長　自治会からの意見に

ついて、という質問でありましたが、ワー

クショップには自治会長が全員入ってらっ

しゃる訳ではないので、自治会として一

括して意見を聞いているということはな

いでしょう。

　新留課長。

○新留都市計画課長　はい、それはない

です。

○木村勝彦委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　この事業、毎年毎年

予算として計上されておりまして、正直、

やっているだけで、実際に何も進んでい

ないというのが、正直な意見でございま

して、住民の方たちの意見を聞いている

のは聞いていらっしゃると思うんですけ

れども、実際にこれが阪急正雀駅前地区

整備支援になるのかどうかというところ
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が私には理解ができないところでござい

ます。それで、もう一歩をどう踏み出す

のか、そして、今後、これをずっと続け

ていっても、結局、何もない、できない

というようなことになってしまうのか、

このあたりの展望というか、どのように

お考えかを、お聞かせいただきたいと思

います。

○木村勝彦委員長　ワークショップには

私も何回か参加していますけれども、数

は少なくても、久先生を中心にして、真

剣に議論されております。そういう点で

は、これが役に立っていないということ

は、真剣にやっておられる方に対する冒

涜になってくると思いますので、その辺

の答弁は、あえて理事者に求めるという

ことはしたくないので、その辺で納めて

もらいたいと思います。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　そうしましたら、質

問を変えさせていただきますけれども、

市として、これから先、正雀駅前地区に

対するどういった施策を考えておられる

のか、ご質問させていただきます。

○木村勝彦委員長　今は決算の審査をし

ています。その質問は一般質問的になっ

ておりますので、それは改めて１２月に

定例会もありますし、その場で触れても

らうということでお願いしたいと思いま

す。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　わかりました。結構

です。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　他の委員から質問が出

ていますが、角度を変えながら質問をし

たいと思います。

　１番目は、南千里丘まちづくり事業に

ついてでございます。平成２２年度でほ

ぼ完成をいたしました。一部、平成２３

年度に繰越されましたけれども、ほぼ平

成２２年度で終わったと思っています。

その中で、よかったことはたくさんあり

ますけど、やはり悪かったというか、マ

イナスの部分というのは、交通渋滞です。

前から、産業道路踏切の渋滞がひどくな

るということは、言われていまして、現

に大分ひどくなっていると実感するとこ

ろです。阪急京都線摂津市駅周辺交通量

調査を行った結果についての評価はどう

されているのかということと、どういう

対応、対策を考えておられるのかという

ことも含めて、答弁をお願いしたいと思

います。

　２番目は、阪急京都線連続立体交差事

業の調査を行われています。３年間かけ

て平成２０年から平成２２年までという

ことで、平成２２年で一定、方向性が出

ておりますけれども、これは、以前に委

員会でも説明がなされたわけですけれど

も、改めて、その調査の結果の概略、ま

た、問題点等について、ご説明をいただ

きたいと思います。

　３番目は、吹田操車場跡地まちづくり

事業についてであります。平成２２年度

の中で、まちづくりガイドライン（案）

の作成を委託をされています。このガイ

ドラインについて、そのどういうものに

なったのか、説明をお願いしたいと思い

ます。

　４番目、千里丘西地区市街地再開発支

援事業で、千里丘西地区のまちづくりの

検討についてですけれども、予算として

は、１万５，０００円の予算現額に対し

て、７，４２０円の執行しかされていま

せん。実際に平成２２年度、この７，４

２０円で一体何をされたのかということ

を教えていただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　１番目の南千里丘
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のまちづくりが平成２２年度でほぼ完了

したが、交通渋滞について、交通量調査

の結果をどのように評価しているのかと

いうご質問でございます。平成２１年度

にＪＲ千里丘ガードの拡幅工事も完了し

ましたが、これに伴い、産業道路踏切で

渋滞が起こっているということで、その

解消のためにも、阪急京都線連続立体交

差事業を早く進めていかなければいけな

いと思っているところでございます。

　それから、４番目の千里丘西地区市街

地再開発支援事業で、千里丘西地区のま

ちづくりの検討について、平成２２年度

の予算現額が１万５，０００円で決算が

７，４２０円になっていが、どういう内

容であったかというご質問でございます。

普通旅費だけになっているわけですが、

大阪府の担当課との協議、それから、事

例視察で、東岸和田駅の駅前東地区で防

災街区整備事業ということで、再開発を

されている視察の旅費でございます。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　３番目の吹田操

車場跡地のまちづくりガイドライン（案）

の内容についてのご質問に答弁させてい

ただきます。

　吹田操車場跡地のまちづくりガイドラ

イン（案）の作成につきましては、平成

２１年９月に策定いたしました吹田操車

場跡地まちづくり基本計画をより具体化

して、それを実現するための方策といた

しまして、例えば、土地利用、誘導目標

とか、環境配慮をどれくらいするかといっ

たような誘導目標につきまして、本市の

基本的となるような考え方を検討したも

のでございます。具体的なものといたし

ましては、建物のセットバックであった

り、公開空地のあり方、公共空間の整備

の方針等につきまして、検討したもので

ございます。

○木村勝彦委員長　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　２番目の阪急京

都線連続立体交差事業調査の概略と問題

点につきまして、答弁させていただきま

す。６月２日に行いました駅前等再開発

特別委員会でも、報告させていただいて

おりますが、３年間の概略の説明といた

しましては、都市計画の総合的なまちづ

くりの、阪急京都線連続立体交差事業に

対しての検討と関連事業、関連道路等の

計画等と概算工事費の算出を行っており

ます。

　大阪府では事業効果の調査、Ｂ／Ｃの

調査を行っておりまして、鉄道の本体及

び側道につきましては、阪急電鉄が設計

を行っておる内容でございます。その中

におきまして、今回調査を行っておりま

すのは、正雀一津屋線から茨木市域の大

正川までの間で調査を行っておりまして、

その中で連立の起点、終点をこの調査で

決めます。そして、工事を行う中で、仮

線方式にするのか、別線方式にするのか

という基本的な工事の施工の仕方、それ

と、仮線を西側、東側、どちらのほうに

振っていくかという基礎的な調査を行っ

ております。

　それと、最終的には、今現在、抱えて

おります問題点といたしましては、千里

丘踏切から大正川の間につきまして、一

部、茨木市域に終点の、すりつけが発生

してまいりまして、その中で、茨木市と

の費用負担、及びこの事業のかかわり方

につきまして、現在協議を行っている途

中であります。その協議の中でも、茨木

市としては、本体事業についての費用負

担はなかなか難しいという回答をいただ

いておりまして、今後側道と事務手続に

つきましては、前向きに検討をしていき

たいというような状況でお答えをいただ

いております。それと、今年の３月に発
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生いたしました東日本大震災の影響も受

けまして、現在、大阪府で、この事業に

ついて、中期計画の位置づけを平成２３

年度に行っていただいておりますので、

そういった国や府の動向を見ながら、今

後の事業を進めていきたいと思っており

ます。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　１番目の産業道路踏切

の渋滞については、解消のためにも阪急

京都線連続立体交差事業を早く進めてい

かなければいけないということですが、

それでは、実際に解消されるのに時間が

かかるので、それまでに何か方法はない

のかということを聞きたかったんです。

阪急電鉄でダイヤの調整ができないのか

とか、そういう認識はどうなのでしょう

か。その辺について、もう一度、説明を

お願いしたいと思います。

　まちづくりについての検証の中には産

業道路踏切の交通渋滞の話も出てくると

思います。また、横断歩道がなくて、踏

切の前を多くの人が渡っています。通勤

の人も渡っています。バス停のところは、

ガードレールがあいていますし、渡りや

すいということで、そういうことは今後

しっかり検証していただきたいなと思っ

ていますので、お願いします。

　２番目の阪急京都線連続立体交差事業

についてでございますけれども、問題点

は認識をしているところでございます。

茨木市の問題は、以前聞いたよりは少し、

前向きに茨木市さんもとらえてくれつつ

あるという感じがしているので、これは、

しっかり協議をしながら、進めていただ

きたいと思っています。できれば、費用

負担も少ししていただけるような交渉を

お願いしておきたいと思います。

　それから、アンケート調査をされてい

ますけれども、以前にこのアンケート調

査をされているときに質問もしましたけ

れども、まちづくりのやり方について、

今、せせらぎ遊歩道はワークショップを

やりました。また、南千里丘もワークショッ

プ方式でいろんな意見をまとめていかれ

たという経緯がありますし、この鉄道に

つきましても、豊中市は阪急宝塚線を高

架にするときに、まちづくり協議会を駅

周辺ごとにつくって、高架下の利用を商

店街も含めて、検討されて、大きなまち

づくりをされて、少し弱体化しているよ

うですけれども、今もまちづくり協議会

というのは、継続をされていっています。

今、正雀の話がありましたけれど、恐ら

く、正雀駅前もそういうイメージを持っ

て、自分たちでまちづくり活性化をして

いこうという一つの大きな流れをつくら

れようとされているんだと思うんですけ

れども、そういうものを根底に考えてら

れるのかどうかを教えていただきたいと

思います。

　それから、この調査結果の中で、費用

便益が２．９２ということで、非常に費

用対効果がいいという結果を見て喜んだ

んです。これに対する、大阪府の評価に

ついてご答弁をお願いしたいと思います。

　３番目、吹田操車場跡地のまちづくり

についてでございます。まちづくりガイ

ドライン（案）については、南千里丘の

ときと同じように、誘導目標を検討され

るということでございます。南千里丘の

まちづくりに関連をしましても、鉄道敷

による分断の解消ということを随分検討

をしていただいているということです。

この、鉄道敷による分断の問題について

は、地元から声が挙がるんです。例えば、

自転車と人だけの専用のガードだったら、

安くできるではないかとか、将来に可能

性を残すような計画というのを立ててほ

しいと言われています。竹の鼻ガードに
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ついて、改良要望が地元から出ています

けれども、鉄道敷による分断の問題につ

いて、今までの経緯を少し整理をしてい

ただいて、平成２２年度で結構ですけれ

ど、こういう検討があって、方向性につ

いて、ご説明いただきたいと思います。

　それから、次に、正雀下水処理場跡地

利用の関連でございますが、これまで何

回も議論をしてまいりまして、正雀下水

処理場のできた経緯については、そうい

う意味では、地元としては、大きな思い

があるんです。そういうことはしっかり

と踏まえていただきながら、妥協なく、

しっかりと対応をしていただきたいと、

これは、要望としておきますが、お願い

します。

　それから、もう１点、今、発掘調査を

ずっとされていまして、埋蔵文化財につ

いての説明会が開かれています。弥生時

代の住居跡等、大変貴重なものが出てき

ているということでございまして、大き

な集落の跡があったということも言われ

ていました。そういうことがわかるよう

なモニュメントでもいいですし、立て札

でもいいです。何か、防災公園の一角に

そういうものを、考えていただきたいと

いうことで、これもお願いとしておきま

す。

　４番目、千里丘西地区のまちづくりに

ついては、東岸和田を視察に行かれたと

いうことでございます。規模を小さくし

た再開発の計画を多額の費用をかけてや

りましたけれども、この議論をしたとき

も、これは、最後だという認識を持って

いました。それで、今回それもなかなか

難しいということになりますと、このま

まずっと、ずっと何も方向性のないまま、

検討のままでやっていっていいのかとい

うことになってくるんです。正雀駅前地

域についても、同じような状態でしたけ

れども、正雀地域については、まず道路

を拡幅して駅前まで持ってこようという

方向が出されました。これは、一つ大き

な方向性だと思いますし、それに、基づ

いて、まちも変わってくると思うんです。

大きなマンションができるというのも、

道路が拡幅されるというのが、大きな誘

因になっていると思いますし、今、千里

丘では、中心部を除いて、周辺の空き地

に大きなマンションが二つ建設されてい

ますが、中心部はそのままです。これは

大きな地権者がいらっしゃるというよう

なこともありますし、非常に動きにくい

ということで、ありますので、検討を重

ねても、なかなか変わる可能性が少ない

ということにもなってくると思います。

建物が密集している地域なので、火事に

でもなったら、大惨事になるという可能

性もありますし、ある一定の時点で、方

向性を決めないといけないと思っていま

す。２回目の計画について、実施するに

至らなかったということについて、次に、

市として、やはり一定の方向性というの

を決める時期がいつだと思っていられる

のか、お示しいただきたいと思います。

　それから、大口地権者との関係性です。

一定の方向性を出すということと、大口

地権者がいらっしゃるということ、それ

から今の、２回目の再開発の計画につい

て、厳しいという方向になっているとい

うことについて、ご説明をいただきたい

と思います。

○木村勝彦委員長　決算審査の委員会で

すので、千里丘西地区のまちづくりにつ

いての将来的な要望がありましたけれど

も、これは、来年度の予算委員会等で、

市の考え方を確認していくということが

大事だと思いますので、担当のほうで、

答えられる範囲内で答弁をしていただい

たら結構です。
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　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　それでは、吹田

操車場跡地について、鉄道敷による分断

問題の昨年度の状況について、答弁させ

ていただきます。

　鉄道敷による分断につきましては、今

の地下道を改良できないのかといったこ

とや、新たな地下道を新設できないのか

といったことにつきまして、過去から検

討協議をしてまいったところであります

けれども、非常に難しいということで、

断念せざるを得ない状況でございました。

それで、今、ご提案いただきました自転

車、歩行者のもう少し小さい断面であっ

たらつくれるのではないかというご提案

がございました。実際に鉄道の下の工事

になりますので、工事については、ＪＲ

西日本に委託をしないといけないという

ような状況でございます。それで、過去

の協議の中で、ＪＲ西日本のほうから、

都市計画道路等のきっちりとした位置づ

けがない限りは受けられないというよう

なご回答をいただいておりますので、自

転車歩行者道であっても、そういった位

置づけが必要になってくるかなというこ

とで、状況としては難しいと考えており

ます。

　それで、昨年度の取り組みの状況なん

ですけれども、これは、今年度に入って、

具体的にガードのオープン化という話を

いただいている中で、今年度の協議の状

況ということで、６月の委員会でもご説

明させていただいたように、現在、吹田

操車場まちづくりの区間の竹の鼻ガード

の歩道部、今、幅員が１．２メートルし

かございませんが、これを少しでも離合

しやすいように拡幅をするといったこと

でありましたり、防犯面から竹の鼻ガー

ドのまちづくり用地区間である約５０メー

トルのうち３６メートルの天井を撤去し

てオープンにできないかといったことに

つきましては、関係機関と実現に向けて

協議を進めておる状況でございますので、

また、進捗がございましたら、駅前等再

開発特別委員会で報告していきたいと思っ

ております。

○木村勝彦委員長　交通量調査について

は、台数も質問しておられますので、そ

の点の答弁をお願いします。

　新留課長。

○新留都市計画課長　交通量調査でござ

いますが、まず、平成２１年度に、阪急

電鉄で産業道路踏切の交通量調査をされ

ております。その後、平成２２年度は我々

が行ったわけでございますが、産業道路

踏切につきましては、２４時間交通量で

いきますと、西行きにつきましては、平

成２１年度に３，１９４台、それが、平

成２２年度になりますと５，１５６台と

いう状況になっております。

　それから、東行きにつきましては、平

成２１年度につきましては３，９３９台、

それで、平成２２年度につきましては５，

３３５台というような形で、ガードも開

通したということもありますが、この結

果から見ますと、大型車の混入率もかな

り高くなっているというような状況もご

ざいますので、我々も、今後どういう工

夫ができるのかについて、道路交通所管

部署や、警察とも一緒に取り組んでまい

りたいと思います。

○木村勝彦委員長　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　まず、地元のワー

クショップ等、まちづくりのそういった

ことを行っていくかという、ご質問なん

ですけれども、こちらにつきましても、

大阪府で、中期の位置づけをしていただ

いたのちに、地元に調査の報告をさせて

いただきまして、地元に意見を集約して

いくような、まちづくりに関してのそう
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いったワークショップ等を、今後、立ち

上げていきたいと考えております。

　それと、費用対効果の２．９２という

値についてなんですが、こちらにつきま

しては、非常に高い値となっておりまし

て、効果の高い事業となっております。

　大阪府の評価についてですけれども、

本来ならば、国費調査の次の年、平成２

３年度に国へ報告いたしまして、次年度

に向けた予算要望を行っていくのが通例

でございます。現在、東日本大震災の影

響を受けまして、大阪府下で事業中であ

ります近鉄の東大阪の連続立体交差事業

でありましたり、泉大津、高石の南海の

連続立体交差事業につきましても、国か

らの予算が大幅にカットされている状況

もございまして、今現在、そういったカッ

トがされている中で、新規の話につきま

して、大阪府も慎重に位置づけの評価を

検討をされております。そして、今年度

末に中期の見通しを出されるというのを

お聞きしております。合わせまして、事

業評価委員会についての準備もなされて

いるというような話を今現在、大阪府か

ら聞いております。

　また、新たな情報が入りましたら、ご

報告させていただきます。

○木村勝彦委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　千里丘西地区の

まちづくりにかかわるご質問に答弁いた

します。

　１点目の、再開発事業として一定の方

向性の判断を市としてやるべき時期があ

るのではないかという点につきましては、

市が独断で判断すべき時期ではないとい

うように思っております。それは、なぜ

かと申しますと、昭和６３年からの経緯

を踏まえて、準備組合で頑張っていただ

いた経緯を我々は尊重すべきだと思って

おります。やはり平成２２年度におきま

しては、再開発を前提としたまちづくり

をやっていくべきであろうという認識を

高めていこうと考えています。東岸和田

の現場を見る中で、平成２３年度、今後

の取り組みとして考えるべきであろうと

いう流れであります。大口地権者の関係

もございますけれども、やはり今の準備

組合の考え方としては、やはり、一定の

判断をすべき時期にあるというご意見も

聞いておりますし、そのあたりは今後の

流れとして、明確な結果が出る場合もあ

るというように我々は判断しております。

　それと、２回目の平成２０年度の調査

でございますけれども、そのときのプラ

ンにつきましては、先ほども答弁させて

いただいておりますけれども、やはり、

当初の計画で進めたいと考えています。

だから、何とか大口地権者の協力が得ら

れないだろうかというところです。区域

が狭過ぎて、Ｂ／Ｃ的が挙がらない、そ

れで、本当のまちづくりができるのかと

いうご意見も大いにあって、また、役員

さんの中にもそういう判断をされて、意

見を述べられている方々もおられます。

それで、今現在は、皆さんのお気持ちを

知るための活動を頻繁に行っているのが、

今の現状でございます。

　それと、産業道路踏切の渋滞解消のた

めに連続立体交差事業の結果が出るまで

に、ある程度対応すべきことはしておく

べきであろうというご意見でした。新駅

の計画をする段階におきましても、やは

り阪急電鉄側と協議をして、影響がある

んだから、何らかの処置を取ってほしい

ということも申し入れてまいりました。

その中ではほかとは違うコンピューター

で踏切の開閉を処置して、できるだけ踏

切があきやすい環境づくりで、コンピュー

ター処理をすることや、地元から要望が

ありましたけれども、ダイヤ改正です。
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そういうことも我々は申し入れました。

ただ、ダイヤ改正は、企業戦略的な部分、

それとＪＲとの並行で走っておりますの

で、そのあたり、企業として、戦略もあ

ろうかと思いますけれども、聞いている

話では、新駅に関して、一編成を減らし

て、運行しているというふうにも聞いて

おりますけれども、ただ、先ほどもご指

摘ありましたように、千里丘ガード拡幅

により、産業道路踏切でピーク時の交通

量が千里丘行きで１．８倍に増え、市役

所方面で１．２倍、それだけの影響を受

けているというのが現実でございます。

　ただ、現在、摂津市駅で踏切を改良し

たことによりまして、交通量的には、若

干減っているということで、我々は確認

をいたしております。

○木村勝彦委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　連立事業に関する

まちづくり協議会とワークショップのこ

とについてですが、我々も、この連立事

業が実際、事業採択等になれば、やはり、

地元の方々と協働のまちづくりを進めて

いくためにも、協議会になるのか、ワー

クショップになるのか、まだ決めており

ませんけれども、また、地区単位、ある

いは、沿線全体の協議会になるのか、こ

れもまだ決めていないんですけど、そこ

ら辺を相談しながら、一度講師の方にも、

今年度、実施しようということでお願い

しておりました。そのことも、今の事業

進捗の中では、今年度は、ワークショッ

プや協議会も開催できないということで

お断りしている状況でございます。そう

いう面、大阪府からの判断をいただいた

中で、検討してまいりたいと考えており

ます。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　踏切の渋滞解消につい

ても、随分努力をしていただいたという

ことでございますし、しかし、車の台数

は増えているということで、認識をして

います。これからも、解消できる何かが

あれば、常に注意をしておいていただい

て、検討をしていただきたいと思ってお

りますので、お願いいたします。

　それから、阪急京都線連続立体交差事

業についてでございますが、今後、やは

り協働ということを大事にしながら、しっ

かりと地域と一体になったまちづくりを

お願いしておきたいと思います。これも

要望としておきます。

　それから、吹田操車場の跡地のまちづ

くりについてでございますが、鉄道敷に

よる分断は将来にわたる問題です。今の

段階で議論をしっかりしながら、最善を

尽くすして頑張っていただきたいと思い

ます。今後とも、順調に進めていただき

ますように、お願いしておきたいと思い

ます。

　千里丘西地区のまちづくりについては、

一定の判断をするには、時期尚早である

ということでございました。正雀駅前は

道路の拡幅をするということで、それに

誘発されてまちづくりも変わってくると

思いますし、そういう意味では、千里丘

も道路の拡幅とロータリーの設置という

ことで方向性をつけることも選択肢の一

つではないかと思うんですけれども、地

元との協議の中でそのような判断をして

いただかないといけないということにな

りますし、ただ、いつまでも、あのまま

で置いておくというわけにはいかないと

いう認識だけは、みんな持っていると思

いますし、担当部署の人もそのことを意

識して、進めていただきたいということ

で、質問を終わります。

○木村勝彦委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４９分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）
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○木村勝彦委員長　再開いたします。

　上村委員。

○上村高義委員　それでは、私のほうか

ら、質問させていただきます。

　平成２２年度決算の中では、南千里丘

にコミュニティプラザと保健センターが

７月１日にオープンして、一応のめどが

ついたということでございます。まだ周

辺の工事が残っておりますけども、そこ

へ絞って質問をさせていただきます。南

千里丘まちづくりが、ほぼ計画どおり進

んで竣工したということは、皆さんが一

生懸命頑張った成果だと思っていますし、

これは、市長が当選当初に、南千里丘ま

ちづくりは、今が旬だということで決断

をされ、そのことを我々議会が受けて、

駅前等再開発特別委員会で慎重に審議し

て、連携しながら、進めてきたというこ

とでございます。先ほど、答弁の中でも、

市民参加を得るために、ワークショップ

を何回も開催し、コミュニティプラザの

完成までに、市民の方の意見も取り入れ

てきたということと、あと、初期の段階

で、阪急とジェイ・エス・ビーと摂津市

で覚書を締結して、連携しながら、進ん

できたということでございます。そういっ

た皆さんの努力によって、昨年の７月に

コミュニティプラザと保健センターのオー

プンを迎えたということでございます。

私は、ここまで至った経緯というものを

きっちり記録に残すべきだと思っていま

すし、また、ある時期に総括をしなけれ

ばならないと思っています。平成２２年

度の決算の中で、総括をすべきではない

かなと思っています。そういった意味で、

その当初基本構想、基本計画、そして実

施計画ということで、実施してきて、こ

れから、稼働報告のような形で、実績の

報告をきっちりされると思いますけれど

も、現時点での総括というものをきっち

りすべきだと思います。これは基本構想

から現在までの状況がどうであったのか

ということを我々もしっかり認識すべき

ではないかなと思っています。そういっ

た意味で、この基本構想にかかれていた

キーワードがあったと思いますけれども、

それについて、どうであったかというこ

とと、そして、この南千里丘まちづくり

が、ほぼこの計画どおりにいった経緯と

いうものをきっちり、この委員会で説明

してもらって、記録に残すというのも、

一つの手ではないかなと思っています。

そういった意味で、ここまで続いた経緯

について、答弁をお願いします。基本構

造から今までにいろんな課題があったと

思いますけれども、そういうものを含め

て、経緯について、説明していただきた

いと思っています。

○木村勝彦委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　それでは、今ま

での経緯について、構想の段階からおり

ましたので、私のほうから答弁申し上げ

たいと思っております。

　まず、南千里丘のまちづくりは平成１

８年から具体的に動き出したということ

でございます。ただ、それまでにダイヘ

ン跡地を空洞化させないということを前

提にいろんな構想を練ってまいりました。

それで、最終的に区画整理事業がベスト

であろうという結果が出ましたので、区

画整理として事業が成立するかという検

証も行ってまいりました。そういう事業

化の中で、まちはこうあるべきではない

かということで、基本構想づくりという

のを具体的に行ってまいりました。それ

で、最終的に、基本構想の中では、産・

官・学、市民の連携を前提にしたまちづ

くりを進めよういうことと、それで、も

う１点は、そうしたら、このまちは何を

担うまちなんだというようなコンセプト
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につきましては、やはり「健康・福祉」

「教育・文化」ということをキーワード

にした構想づくりに入りました。そうい

う流れの中で、一つ一つの道具を組み立

てていくことが、ソフト部分であり、そ

れを具体的に進めるためには、ハードの

区画整理事業などになります。補助を受

け、そうして、できる限り、権利者の協

力を求めていこうということを踏まえて、

区画整理事業を実施してまいりました。

ただ、都市計画決定をいたしました区画

整理事業と違い、今回のように権利者の

同意を前提にした事業というのは、摂津

市では初めてです。そして、摂津市で、

やっていくということを決断し、大阪府

や、国と相談しながら、補助対象メニュー

に入れていただくような経緯も踏んでま

いりました。それが、平成２２年度まで

の結果を生み出したと思っております。

　それで、もう１点、ソフト部分でござ

いますけれども、やはり、産、官、学、

市民の連携ということで、産というのは

土地の所有者であり、協力していただい

たダイヘンが、まちづくりに協力する企

業に売っていただいたという１点、それ

と、市民という部分につきましては、ワー

クショップを、計２８回開催して、１，

７００ぐらいのご意見をいただき、それ

を取りまとめた上で、今日までのまちづ

くり構想に具体的に生かしてきたという

経緯がございます。

　学という部分では、大阪大学と包括協

定を締結いたしました。その内容は、何

かありましたらお互いに協力し合いましょ

うということと、その拠点として、コミュ

ニティプラザを活用していきましょうと

いうことで、当時、大阪大学の総長と摂

津市長が文書を交わして、その中で、お

互いの立ち位置を決めてきました。今後、

具体的に、例えば教育委員会などでも、

包括協定に基づいて、動きやすくなった

という部分がございます。

　こういった、「教育・文化」という点

では、コミュニティプラザというハード

の部分はできましたけど、今後、これは

継続的にこのまちが担っていかなければ

ならないと思っております。

　それと、「健康・福祉」これにつきま

しては、保健センターと、休日応急診療

所、査定上、レッドカードが出ておりま

したので、耐震から考えますと。それと

老朽化が相当進んでいたということもあ

りまして、その建てかえを何とかしたい

ということと、旧総合福祉会館のような

人の交流の拠点も当時は、なくなってい

ましたので、そういうことを総括的に考

慮して、駅前で、摂津市の顔として、反

映させていこうではないかということで、

民間の協力を得て、駅前に区画整理の手

法を取って、飛び換地で、そこへ集合換

地をして、駅前の一等地を担保できまし

た。そこに新たなコミュニティプラザが

でき、「健康・福祉」「教育・文化」が

実現できるハード部分が整いました。あ

と、ソフトについて、今後、いろんな所

管がそこで展開する運びになろうかと思っ

ております。

　問題点でございますけれども、平成２

０年にサブプライムの問題がありまして、

その影響をすぐに受けてしまう可能性も

あるという、綱渡り的な状況がございま

した。ただ、いろんな方々のご協力なり、

そして、指導なりいただきながら、何と

か、サブプライム問題を回避して、民間

の努力も含めまして、平成２２年３月１

４日の新駅まちびらき、７月のコミュニ

ティプラザ開館が実現いたしました。た

だ、民間と連携した同意施工というのは、

すべてのものに同意もらわないといけま

せんので、担当として、今回はそういう
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厳しさを感じたと思っております。

○木村勝彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　今までの経緯について

答弁をいただきまして、それは永遠に記

録に残るということになります。皆さん

の苦労をきっちり記録に残すということ

が大事であるということで質問させてい

ただきました。

　基本構想に対して、現在の状況という

ものもお聞きしたかったんですけども、

「健康・福祉」「教育・文化」というキー

ワードが、実際どういう形で達成されて

いるのでしょうか。５年、１０年先には、

南千里丘地域の開発のおかげで摂津市の

人口もふえるだろうし、税収もふえる、

と思うんですけど、現時点で、基本構想

にかかれていた「健康・福祉」「教育・

文化」というキーワードが、どういう形

で達成されているのかと、達成しようと

しているのかということについても答弁

をお願いします。

　最終結果は、人口増加、税収増になる

と思うんですけど、その手段として、基

本構想に掲げている「健康・福祉」「教

育・文化」がある、ということなので、

そのことをきっちり押さえて、基本構想

に書かれていることが、実際の結果では、

どうなっているかということをきっちり

確認していかないと、基本構想倒れが生

じることになるので、そのことについて

ももう一度答弁お願いします。

　担当部のほうから、経緯について、報

告がありましたけれども、副市長として、

全体を見る中で、結果が達成された要因

というものを分析されていると思います

ので、副市長のから総括をいただきたい

ということと、先ほど答弁したことをきっ

ちりまとめて、私は記録の形にすべきで

はないかと思っておりますが、そのこと

について、どういう考えをお持ちなのか、

意見を聞かせていただきたいと思います。

　先ほどの答弁は委員会記録には、残り

ましたけれども、やはり、今までの経緯

を残すということで、後世に引き継ぐこ

とも必要でありますし、これから、吹田

操車場跡地のまちづくり等、まちづくり

の手本となるような形にすべきではない

かという気持ちがありますので、そのこ

とについて、考えをお示しください。

○木村勝彦委員長　基本構想と現時点で

の総括ということを聞いておられまして、

先ほどから、答弁があるように産、官、

学、という中で、とりわけ学の部分が市

民にはなかなか見えてこないということ

もありますから、その辺のことを含めて、

担当から答弁してもらえませんか。

　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　まちづくり基本

構想につきましては、先ほど申し上げま

したとおり、産、官、学、市民の連携な

り、「健康・福祉」「教育・文化」とい

う部分が、基本的な軸になっております。

ただ、基本構想には、必ず目的というの

を持っております。それは何かと申しま

すと、乱開発を防ぐということです。こ

れは、達成できたと思います。

　もう一つは、総合計画を実践するとい

うことです。阪急京都線連続立体交差事

業と、旧総合福祉会館の周辺整備が、項

目として、総合計画に位置づけられてお

りました。これにつきましては、まちづ

くり基本構想の中に盛り込みました。そ

れは何かと言いますと、旧総合福祉会館

は老朽化、耐震問題等がありまして、建

てかえざるを得ませんでした。それは平

成１１年に耐震診断をしたときに、もう

使えないという答えも出ましたし、もし

も耐震化工事をするなら、十何億の耐震

費用、それとリニューアル費用等がかか

るので無理だという決断の中で、このま
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ちづくりの中に含めて、市の総合計画に

沿ったこの基本構想を策定しております。

実際、南千里丘まちづくりにおきまして

は、まちづくり基本構想、市の総合計画

の趣旨に沿ったものができたと思ってい

ます。

　ただ、課題として残りますのは、一つ

は、阪急京都線連続立体交差事業、これ

が南千里丘のまちづくりにおける最終目

標でございます。この目標を達成してこ

そ、南千里丘のあるべき姿の実現が完了

するというふうに我々は理解しておりま

すので、まちそのものはできましたけれ

ども、基本構想の最終到達点である阪急

京都線連続立体交差事業、これを実現し

なくては、この基本構想は最終段階には

なっていないと思っております。

　学、の部分では、大阪大学と包括協定

を締結いたしましたけれども、もともと

の計画では、大学のサテライトキャンパ

ス的なものができないかという提案をい

ただきました。その中には環境というキー

ワードを含めた提案もございまして、基

本構想の中には、具体的には環境という

言葉は無かったんですが、環境をキーワー

ドとして、環境モデル地区として、阪急、

ジェイ・エス・ビー、摂津市の３者で覚

書を締結して、環境に取り組もうという

ことも、今、やっておりますし、いろん

な企業の方々のご協力も得て、実践して

これたというふうには思っております。

ただ、大学のサテライトキャンパスにつ

いては、民間側がサブプライムの影響を

受けて、具体的な実践ができていません。

当初の提案の部分から相当欠落した内容

の状況になってしまいました。ただ、そ

れを受け皿とするコミュニティプラザは、

でき上がりましたので、総合的に、ある

程度の成果は上げられたと思っておりま

す。

　もちろん、欠落する部分もございます。

ただ、これについては、コミュニティプ

ラザを中心として、輪を広げていき、同

じように、保健センターも有効活用の中

で、その使い方を今後は検討していって

いただきたいなというふうに我々は思っ

ております。

　このまちづくりの基本構想というのは、

総合計画の要点を旧総合福祉会館周辺整

備の項目に集約させて、つくってまいり

ましたので、我々としては、市の総合計

画に沿ったものであったと思っておりま

す。

　それと、記録に残すということですが、

今現在、区画整理の記念誌を作ろうとい

うことで、作業に入っておりますが、今

までの経緯、協定、覚書、契約などの経

緯がございます。これにつきましては、

一定の流れをつくっておりますし、フォ

ローをしているのは、コミュニティプラ

ザ担当でフォローしていますし、そうい

うような流れを歴史として残しておきた

いと考えています。基本的な契約書の写

しなどがあれば、我々の後輩に移っても、

こういう契約をしてきたんだという流れ

が確認できるという形で、今、作成に入っ

ている状況でございます。

○木村勝彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　記録を残す準備にかかっ

ているということですが、やはり、後輩

に引き継ぐために、何をしたからうまい

こといったのか、そういうことをきっち

り残しておくほうが、後輩のためにも非

常に有効利用できるのではないかと思っ

ています。そして、できるだけ期間を区

切ってしないと、このプロジェクトのメ

ンバーが、配置転換で分かれていく可能

性もあるので、皆さんがいる間に、きっ

ちり頭に入っていることを整理して、記

録に残すということが大事ではないかと
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思っていますので、そういった意味でも、

ぜひ議会との関係、市民との関係、そし

て民間との関係等々が、うまいことでき

た理由を、うまいこといかなかった分も

あるだろうし、そこもきっちり整理して、

記録に残すということと、やはり残され

た課題はきっちり明確にして、今後はこ

ういう方向に向かっていくんだというこ

とをそこで、示していかないと、最終的

には、阪急京都線連続立体交差事業を完

成するということでありました。これは

大分先の話になりますので、そこにいく

までに現在の総括をきっちりして、そし

て記録に残してつないでいくということ

が大事なので、そのことをぜひお願いし

ておきたいと思っています。副市長から

答弁がなかったんですけれども、やはり、

ここまで来れたということは、職員の頑

張りもあるし、我々議会との連携もでき

たということで、副市長のほうからこれ

までの総括について、答弁をお願いいた

します。

○木村勝彦委員長　吉田次長から、総括

的には、答弁していると思うんですが、

補足すべき点があれば、答弁願いたいと

思います。

　小野副市長。

○小野副市長　吉田次長からも説明があ

りましたが、振りかえってみますと、南

千里丘のまちづくりの話は、ダイヘンが

出ていくということで、初めは、市はオ

ブザーバーで参加してくれということで

した。あくまでもダイヘンが主体になっ

て、当時の住宅都市整備公団を呼ぶ、そ

こからいろんな形の中できました。現市

長の森山市長と、平成１６年の夏ごろに、

南千里丘のまちづくりについて、私も議

論いたしました。おもしろいけれども、

ここで市がやらなければ、ダイヘンが独

自でするという状況でした。そのときに

市長は、賭けてみたいということをおっ

しゃいました。ただし、あのときから考

えたら、よくぞできたと思います。と言

いますのは、平成１７年度は公債費がピー

クになる最悪の年ということがわかって

おりましたし、それが終わっても、まだ

平成２２年度までは団塊世代職員の退職

手当による歳出がピークだということも

ありました。これをまず乗り越えられる

かどうかわからないという中で、市長と

しては、旬という言葉を使いますけれど

も、これに賭けてみたいということで、

よくぞここまで来たという思いなんです。

　私から、一つ具体的に申し上げますと、

採用試験の面接の際に市内の受験者が、

今までは友達に「摂津市ってどこにある

んですか」と、よく言われたけれど、こ

のごろ聞かれなくなりましたと言ってい

ました。カーボンニュートラルステーショ

ンの新しくできた摂津市駅と言ったら、

わかってくれるようになって、非常にう

れしいという言葉を受験者が言いました。

考えて見れば、摂津は「へそのないまち」、

つまり、ここだというところがないまち

ということを言われてきました。鳥飼か

ら千里丘の中で、安威川以北に固まって

おりますけれども、こういう一つの大き

なまちづくりができたということは非常

によくぞここまで来れたというのが、実

感でございます。それは、もちろん、議

会や、地権者の理解なり、いろんな形が

すべてうまく回ったということにほかな

らないと、私は今のところそういう感慨

を持っております。

　ただ、南千里丘のまちづくりの最終形

は、この前も話しているんですが、まだ

Ｂ街区の問題が残っております。来年４

月から２年かけて、３５階建マンション

の建築をするという確認を取っておりま

すので、そのことによって、人口増が出
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てまいります。それでもう一つ嬉しいと

思っていますのは、市外の流入率が大体

７５％から８０％でございますので、市

内から移られるのかと思っていましたけ

れども、やはり市外から来られていると

いうことです。人口増にもなりますし、

これは非常によかったと思っています。

　それともう一つ、モデルルームについ

ては最終的に市で、譲り受けたいという

ことで、どう活用するかについて、過去

にもいろんな議論されました。これが済

めば、南千里丘まちづくりは、すべてが

終わりますし、その方向性も大体見えて

きました。

　平成２６年の３月でもって、それらが

すべて終わり、そしてモデルルームの活

用方法を決めて、また議会とも協議して、

それで、南千里丘全体が終わるというよ

うに考えております。

　したがって、平成８年ぐらいから始め

たことが、約２０年弱ででき上ったとい

うのは、非常に民間のスピードというの

は速いと感じました。改めて民間活力の

中身も見えてきましたし、この経験は非

常に職員にとっても、厳しい中身でござ

いましたが、民官ともに建てたまちでご

ざいますから、これは必ず摂津市のまち

づくりにも大きく寄与するものと考えて

おります。一言で言いますと、いろいろ

ありましたが、よくぞここまでできたな

ということです。最終は阪急京都線連続

立体交差事業ですが、マンションは平成

２６年３月にすべて終わり、そして、モ

デルルームは一定の使用目的が終わり、

使用方法についてはまた議会でも報告さ

せていただきますけれども、平成２６年

の時点で、３月までにすべて終わると考

えています。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　それでは、数点質問さ

せていただきます。

　まず、決算概要の３０ページで、南千

里丘まちづくり事業につきましては、平

成１９年度から平成２３年度で、継続費

を組まれております。この継続費を見ま

すと、平成２２年度の１年間では、負担

金、補助及び交付金が計上されておりま

す。平成２２年度、翌年度への逓次繰越

金が１億４，７７９万９，７３２円で、

すべてが一般財源として、逓次繰越になっ

ております。それで、具体的にはこれが

一般財源ならば、市の財源に入ってくる

んですが、ただ、この、１億４，７７９

万９，７３２円を逓次繰越して、平成２

３年度５，９００万円を今度支出するこ

とになるんですが、どうもこの逓次繰越

額で約１億４，７００万円というのは、

もっとあるのではないかなというような

気がしてなりません。と言いますのも、

６月に質問したときには残予算すべてで、

１億２，３００万円ぐらいになるという

話を伺っておりましたので、この逓次繰

越の考え方について、お聞かせいただき

たいと思います。それと、１８ページで、

南千里丘まちづくり整備事業債が発行さ

れております。これも一億円ほど発行さ

れているんですが、逓次繰越との関連に

ついて、お聞かせいただきたいと思いま

す。

　次に、事務報告書の２０９ページから

２１１ページ、平成２２年度は、集中し

た工事で、南千里丘周辺のまちづくりが

完成したわけでございます。大変ご苦労

さまでございました。２１０ページ一級

河川境川環境整備事業で上部親水空間整

備工事を発注されました。一つ目につき

ましては、競争入札でされたと思うんで

すが、（その２）について、２２９万７，

００１円というのは、競争入札のときに、

一緒に計上されて請負契約で出ていたと
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思いますが、この（その２）で実際に仮

設工と付帯工だけになっているんですが、

一体どういった中身だったのかを、お聞

かせいただきたいと思います。

　それと、一級河川境川環境整備事業で

境川上面植栽工事を発注されました。一

つ目と（その２）、両方を田中造園土木

株式会社でされておりますが、もう一方

では、２１１ページで、摂津市立第一中

学校植栽整備工事を株式会社山下造園で

発注されています。植栽というのは、冬

場に行うということで、山下造園は、平

成２２年１２月１７日から平成２３年２

月２８日で植栽工事を済ませているんで

すが、田中造園は、夏場の７月１５日ま

での請負契約になっております。それで、

一つ聞きたいのは、どこまでの範囲で田

中造園が工事をやられたのか、もう一方

では、こういった植栽の保証期間という

のは、一体どうなっているのかというこ

とで、お聞かせください。

　それから、南千里丘の学園町中央線道

路築造工事もきれいに整備をしていただ

いたんですが、ここには、三星ダイヤモ

ンド工業株式会社が来られると伺ってい

ます。ここの道路形態から、歩道につい

ては、摂津市が責任を持って、築造工事

をされたと思うんですが、進入路につい

て、擁壁で固めているので、我々には、

どこから進入されるのか、一向にわかり

ません。平成２２年度で摂津市が行った

道路築造工事にかかわって、進入路がど

ういう形態になって、三星ダイヤモンド

工業株式会社がどういう形態で建物を建

てられるのか、概要について、お聞かせ

いただきたいと思います。

　その関連といたしまして、先ほど副市

長からＢ街区に３５階建てのマンション

ができるというご答弁ありましたが、平

成２２年度の期間中に我々が聞いていた

のは、４３階建て、それが、３５階になっ

た経緯について、改めてお聞かせいただ

きたいというように思います。

　それと、決算概要の１３０ページで、

これも先ほどからいろいろ出ていますが、

阪急正雀駅前地区整備事業と１３２ペー

ジの千里丘西地区市街地再開発支援事業

についてです。なかなか進捗していない

ということは、午前中からの質疑で理解

できるんですが、平成２２年度の１２月

に市議会で基本構想案が可決された、第

４次摂津市総合計画の６１ページの中に、

ＪＲ千里丘駅西地区のまちづくりは総合

計画の目標値は平成３２年度に「着手」、

もう一方、阪急正雀駅前の基盤整備につ

きましては平成３２年度で「推進」と記

載されています。そういった中で千里丘

西地区につきましては、１万５，０００

円の予算で約７，０００円を執行しなが

ら会議を続けてこられたというところで、

この事業計画については地元に説明はも

うなされたのか、ご意見をいただいたの

かというところをお聞かせいただきたい

と思います。

　阪急京都線連続立体交差事業、これも

先ほどから議論がありましたが、平成２

２年度につきましては３か年事業の中で

の国費負担でいろいろ調査事業も行われ

ました。

　平成２２年度の事業の中で、茨木市と

相当な交渉をされたと思います。概算要

求３７５億円かかるということで、その

事業形態の中で茨木市との接続点が非常

に大きな課題であるというのが平成２２

年度の事業進行の中で出てきたわけです。

　茨木市との平成２２年度の交渉経過に

ついてと、あと勾配が確定したのかどう

かということについてお聞かせいただき

たいと思います。

○木村勝彦委員長　まず、マンションが
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４２階から３５階になった経緯について

説明をお願いします。

　新留課長。

○新留都市計画課長　Ｂ街区に建設予定

のマンションが、４３階建てから３５階

建てになった経緯ですが、我々がお聞き

していますのは、三井不動産レジデンシャ

ルから、大きな要因は企業戦略的なこと

と聞いております。

　その見直しの背景につきましては、平

成２２年１２月に三井不動産レジデンシャ

ルの本社から関西支店に対しまして計画

建物の規模、形状の見直しの検討の指示

が出されたということをお聞きしてます。

　関東地区、東京の郊外にも同じような

ところがあるらしいです。そこで１期目

の販売交渉の後、２期目については販売

不調の事例があったという状況を踏まえ

て本社が関西圏内の需要の見込みとミス

マッチしないような形で事前見直しの検

討をされたということで、お聞きしてお

ります。

○木村勝彦委員長　阪急正雀駅前地区整

備事業と千里丘西地区市街地再開発支援

事業の問題について答弁をお願いします。

　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　総合計画におき

ましては、ＪＲ千里丘西地区のまちづく

りについては平成３２年を着手目標とす

るとあります。

　正雀駅前につきましては、平成３２年

に推進することを目標とするという位置

づけになっております。

　これは、確かにこういう形で総合計画

で市民の意見をまとめながら、市として

一定の１０年間の期間を切って表現させ

ていただいているということで、目標を

定めております。

　ただ、目標を定めておりますが、現実

の話として、非常に難しいです。後、９

年ございますので、そのあたりは、我々

とすれば努力をそこに持っていく、一つ

の目標を立てて進めているということで

ご理解いただきたいということをまずお

願いしたいところでございます。

　ただ、市の総合計画で、基本計画の期

間の置き方として２ページに一定表現を

させていただいている内容がございます。

　その内容として、まず「本計画の期間

は、平成２３年度から平成３２年度まで

の１０年間とします。」という前提条件

があります。

　それから、「ただし、社会経済状況な

どの変化により、策定時の状況と著しい

差異が生じた場合には、必要に応じて修

正や見直しを行います。」という一つの

方向づけもいたしております。

　その上において、「なお、基本計画に

ついては、中間評価として平成２７年度

までの活動状況や達成度の検証を行いま

す。とされています。

　つまり、中間点で一度見直すという位

置づけをさせていただきながら、この基

本計画の期間、目標年次を定めたという

経緯を我々は理解をいたしておりますけ

れども、ただ、委員ご指摘のとおり、や

はり定める以上は地域に対して周知して、

理解を得ているかという点につきまして

は、市として総合計画の中での目標設定

して、市が努力をすべき目標として我々

定めておりますけども、ただ、現在の、

例えば千里丘西地区の準備組合におかれ

ましては主体的に進めていただいており

ますので、一方的に我々が平成３２年で

何とか着手してくださいと言える内容で

はないと思います。

　ただ、我々の気持ちの中で、それに向

かって努力するという責務は負うべきだ

と思っております。

　もう１点、正雀駅前でございますけれ
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ども、今、ワークショップでいろいろ地

元の役員や、個人でも参加していただい

て、一生懸命やっていただいています。

　やはり、まちを見て、まちを感じてい

ただく中で何がこのまちに求められてい

るかを自然に感じていただくということ

も大事かと思います。

　つまり、交通の結節点として担うべき

ハード部分は何なのか、そして住民がど

ういう協力ができるのかということも考

慮して、ソフトとハード、その両方を今

後いろんな形で、市も提案しながら、そ

して、道路交通のネットワークも踏まえ

て、一緒に協力して提案すべき役割を担っ

ているということです。

　その中で、この正雀駅前のまちづくり

を推進するにあたっては、大きな意味で

のまちづくりをどのように推進していく

のかということが我々の責務だと思って

おります。

　だから、ご指摘のとおり、平成３２年

というのは重い意味を持っていると実感

しております。

○木村勝彦委員長　阪急京都線連続立体

交差事業における茨木市との関係につい

て答弁をお願いします。

　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　それでは、ご質

問のありました阪急京都線連続立体交差

事業の茨木市との交渉経過について説明

させていただきます。

　連立の国費調査は平成２０年度からの

３か年で調査を行ってきておりましたが、

平成２０年度当初の調査におきまして、

終点部につきましては千里丘寝屋川線の

桁下４．７メートルを確保し、鉄道の基

準であります１０パーミルですりつけた

場合、茨木市域にあります千里丘上二番

踏切の建築限界を２．７メートル確保で

きないという検討結果が出ました。鉄道

基準によりまして地形上やむを得ない場

合を適用いたしまして２５パーミルで当

初は話を進めてまいりまして、その時点

で茨木市も２５パーミルで千里丘上二番

踏切に影響が無いのであれば、茨木市は

は連立には関係ないということで認識さ

れていました。

　ところが、平成２１年度の検討で、そ

の千里丘上二番踏切の踏切道の切り下げ

の検討を行いまして、その切り下げが可

能ということと、大正川の手前を打ち上

げ形式にして高度を検討することにより

まして、千里丘上二番踏切の桁下２．７

メートルの建築限界を確保できるという

結果がそこで出てまいりました。

　その結果をもとに、茨木市と桁下確保

できることによって鉄道基準にあります

１０パーミルで連立を行いたいというこ

とで平成２２年度より、茨木市に参画を

要望してまいりましたが、茨木市は、市

の端部ということもございまして、連立

本体についての費用負担というのは難し

いということを言われておられました。

　平成２２年度は、大阪府と一緒に協議、

お願い等に行きまして、側道部と事務手

続についてはある一定の協力をしていた

だけるようになりました。

　それと、協議会の参加という了解をい

ただきまして、今はそういう検討会議等

にも参加していただきまして、今後、国

から事業についての位置づけをいただき

まして、都市計画決定を行うまでの間に、

そういった費用負担とか構造等につきま

して最終的な協議を行うということにお

ります。

　そして、勾配につきましては、阪急電

鉄とも協議しておりますけれども、１０

パーミルですりつけが可能という条件、

地形上やむを得ないという条件が外れま

したので、１０パーミルでのすりつけで
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基本検討を行い、今後の詳細検討を行っ

ていくという方向で現在進めております。

○木村勝彦委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　それでは、南千里

丘にかかわる質問に対してご答弁申し上

げます。

　１点目の継続費の繰越額のことでござ

います。継続費につきましては、南千里

丘まちづくり事業は４年間、土地区画整

理事業は５年間で事業を進めてまいりま

した。

　そこで、南千里丘まちづくり事業につ

きましては、本来なら平成２２年度で事

業を終了する予定のところ、休日応急診

療所の解体等が遅れる見込みが出てまい

りましたので、１年間の期間の延長をお

願いしました。

　そこで、５，９００万円、平成２３年

度分の支出を予定して、事業年度を５か

年に延長させていただいたものでござい

ます。

　そして、繰越額のことでございますが、

継続費につきましては各年度に予算を考

えておりまして、例えば最初の年度で予

算を組んでいた内容を執行できなかった

場合、次年度に送ります。次年度に送っ

て、その年度の予算額とあわせて、その

年度の事業を執行してまいりますが、そ

こで全部消化し切れば、また次年度に送

るということはいたしませんが、その年

度でも消化できなかった分については逓

次繰越という形で順次、年次を送ってい

くということでございます。

　その中で、平成２２年度決算では事業

費の残額が約１億４，７００万円になっ

ています。内容につきましては、入札差

金、あるいは事業の途中で一部事業を中

止したものがございます。

　それにつきましては、境川で阪急の線

路の上流側と下流側に橋梁を計画してお

りましたが、境川のボックス化のために

橋梁を１基、施工を中止したということ

によりまして事業費が浮いてきておりま

す。

　そういったことから、落札差金等が、

順次積み上がってきて、約１億４，７０

０万円という繰越額になっております。

　それを平成２３年度に繰越いたすわけ

でございますけれども、平成２３年度で

も工事を実施しておりまして、若干、工

事の中でも増額が生じておりまして、１

億４，７００万円よりも、約２，０００

万円ほど余分に今年度で事業を消化して

おりますので、残額が１億４，７００万

円ということではなく、もう少し少ない

額になるということを想定しております。

　それと、事業債の内容でございますけ

れども、これにつきましては、継続費を

組む中で事業債のことにつきましては財

政課と調整しながら、財政課のほうで事

業債の手当をしていただいているという

ことで、私どものほうでこれを組んでほ

しいという内容では財政担当とは協議し

ておりません。

　一級河川境川環境整備事業、上部親水

空間整備工事のことでございますが、こ

の工事につきましては、事後審査型制限

付一般競争入札で行っております。

　（その２）につきましても、同時に発

注しておりますので、同じく事後審査型

制限付一般競争入札となっておりまして、

業者数としましては６者の応募があった

ということでございます。

　そして、一級河川境川環境整備事業、

境川上面植栽工事のことでございますが、

当初の予定では平成２１年１２月から平

成２２年３月１５日をもって工事を発注

しておりましたが、この境川のボックス

上面の工事がおくれたため、植栽を植え

ることができなかったものでございます。
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　そのために、工期を７月まで延期し、

コミュニティプラザがオープンする時期

までには何とか植えたいということで７

月に植栽をされたということです。

　ご指摘のとおり、植栽というのは冬場

に行うというのが当然でございます。で

すから、１２月に発注し、３月までには

植えるという目標で工事を行っておりま

したが、そういった事情から夏場の暑い

時期に植栽をしたという状況になります。

　そして、摂津市立第一中学校植栽整備

工事につきましては、やはり樹木を植え

るというのは冬場の時期がいいというこ

とですので、樹木によっても違うんです

が、普通、落葉樹であれば冬場の時期に

植えたほうがいいということでございま

すので、１２月から３月の工期をもって

発注した状況でございます。

　そしてもう１点、学園町中央線の工事

につきましてでございますけれども、こ

れにつきましては、当初、土地所有者と

協議した中で売却先が見えてきたという

ことがございました。その売却先と調整

をして、出入り口として学園町中央線の

歩道の切り下げの工事を行っておるとい

う状況でございます。

○木村勝彦委員長　植栽の瑕疵担保期間

についても答弁をお願いします。

　小山部長。

○小山都市整備部長　植栽の枯れ保証に

つきましては、本会議でもご答弁させて

いただきましたが、本来、普通の工事の

瑕疵担保であれば２年間という瑕疵担保

期間がございます。

　ただ、大阪府の土木工事共通仕様書の

中で植栽のことが書かれております。

　市としても、この工事を発注すること

につきましては、大阪府の土木工事共通

仕様書を参照することとなっております

ので、植栽の瑕疵担保期間については１

年間とするということになっております

ので、植栽については１年間の瑕疵担保

期間ということで扱っております。

○木村勝彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　三星ダイヤモンド

工業株式会社への進入路と建物の概要に

つきましてですけれども、進入路につき

ましては、学園町中央線側のところに幅

１２メートルで１か所と、千里丘三島線

の文化ホール側に幅７メートル５０セン

チで１か所を設けられております。

　それから、建物の概要ですが、三星ダ

イヤモンド工業株式会社の本社というこ

とで伺っております。

　それから、構造につきましてはＲＣ構

造の地上４階建て地下１階建てというこ

とで、工事につきましてはもう既に着手

されておりますが、来年の３月末完成予

定という形で現在行われておるところで

ございます。

○木村勝彦委員長　瑕疵担保期間の問題

ですが、本会議での答弁との整合性を聞

かせてもらいたいと思います。１年間と

いうことで７月に瑕疵担保期間が切れる

ということでした。しかし、瑕疵担保期

間が切れたその時点で、もう既に弱って

る木、枯れた木があったということで、

そのことについて今後どうするかという

答弁が本会議で、あったと思います。そ

の辺は状況としては、当時と一緒なのか、

どうするのかということについて、補足

答弁をお願いします。

　小山部長。

○小山都市整備部長　ご質問の植栽工事

の枯れ保証期間でございますが、工事の

竣工が昨年７月でございますので、今年

７月の時点では弱っている木がございま

した。

　そのことにつきましては、施工業者と

立ち会いいたしまして、７月１５日以後
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ですけども、その木の扱いについて協議

いたしまして、今、枯れてるかどうか判

断できないということでした。枯れ保証

の対象となるのは、枯れ枝が樹冠のおお

むね３分の２以上になったものを枯れた

という判断をするということです。また、

樹高のおおむね３分の１以上の幹が枯れ

た場合を枯れ保証の対象となるというこ

とで、掲げられていますので、それを来

年の新しい芽が出る時期に立ち会いしま

して、それがどういう状況になっている

のかを確認して協議を行っていくという

ことです。ですから、本会議の中での答

弁内容とは変わっておりません。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　それでは、２回目の質

問をさせていただきますが、継続費につ

きましては、この機会ではもう追及いた

しません。また、私が言っている意図を

十分斟酌していただいて、いろいろと精

査をしていただきたいと思います。

　それと、Ｂ街区のマンションの件も答

弁は結構でございます。

　それから、三星ダイヤモンド工業株式

会社の進入路は学園町中央線と千里丘三

島線で確保をしたということでした。

　学園町中央線はそんなに人通りが多く

見受けられないんですが、千里丘三島線

側の進入路、これは幼児からお年寄りま

でが文化ホールに来られる頻度が高いの

で、そこの道路整備につきましては、平

成２３年度に入りましたけども、十分に

協議をしていただいて安全確保できるよ

うに、これは要望しておきます。

　一級河川境川環境整備事業、上部親水

空間整備工事では、（その２）の発注と

いうのが仮設工と附帯工なんです。大概

こういった工事をする場合には、諸経費

も見る中で仮設工というのは安全対策費

として、本来、（その１）の中にすべて

を入れていくべきだと考えるんです。

　もう一方で、境川上面植栽工事のほう

を見ますと、これは（その２）について

も、低木植栽工といってメイン工が入っ

てるからいいと思うんですけども、もう

一度、一級河川境川環境整備事業、上部

親水空間整備工事の発注した経緯につい

て、お答えいただきたいと思います。

　それから、田中造園の枯れ保証の問題

ですけど、私みたいに素人やったら夏場

に木でも植えてみようかという気になっ

て、すぐに枯らしてしまうこともあるか

もしれません。しかし、プロに発注して

プロが請け負っている中で、夏場の植栽

いうのはどっちに瑕疵があるんでしょう

か。

　先ほど言いましたように、山下造園は、

１２月から２月末で植栽をしている。だ

れが考えても夏場に植栽をして、ずっと

生きてる木なんかないですよ。それをわ

かった上で工事発注をするというのはい

かがなものかと思います。また、受けた

ほうも受けたほうで、そのときに、夏の

炎天下で植栽をする。もう一度経緯と、

最終的な保証は、私は１年どころでなく、

ずっと経過を見ながらすべきだと思いま

す。この点についてお答えいただきたい

と思います。

　それから、阪急正雀駅前地区整備事業

と千里丘西地区市街地再開発支援事業の

件につきましては、総合計画の１０か年

計画で、計画を前倒しにするのか、遅れ

るのか、答弁を聞いて分かりません。

　私が言っているのは、総合計画で平成

３２年着手というのは、地元の皆さん方

に説明できてるのか、同意いただいてる

のかということです。

　仮に平成３２年を目標年度として着手

をした場合は、やはり実施設計並びにい

ろんな事務作業を考えると、平成２８年
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には青写真を組めておかなければならな

いというスケジュールになってくるんで

す。実現しようと思えば、今、どう行動

していくかという計画を組まなければな

らないと思うんです。ですから、そういっ

たことについては地元抜きで、総合計画

がこうなってますからというわけにはい

きません。

　だから、総合計画に載っているのであ

れば、最低こういったことで計画をさせ

てもらいたいから、できるだけ皆さん方

のご協力をいただきたいというのを、きっ

ちりと押さえておく必要があると思いま

すので、これは要望にしておきます。

　阪急京都線連続立体交差事業で、午前

中も出ておりましたけれども、近鉄の東

大阪の連続立体交差事業や、泉大津、高

石の南海の連続立体交差事業に凍結の指

示が出てるということで、この阪急京都

線連続立体交差事業も、それと同じよう

な動きになるのではないかという危機感

を持ってるわけです。

　そういった中で、茨木市と協議を続け

ていると、大阪府と調整をする中で、摂

津市がどれほど要望してても、茨木市と

の話がまとまってなかったら土俵には上

がれなくなる時期が来るんではないかと

思っています。だから、国の動きもあり

ますけど、茨木市と連携をとっていただ

きながら同意をいただくという動きをし

ていただくことも要望しておきます。

○木村勝彦委員長　植栽の枯れ保証につ

いての答弁の中で、ボックス上面の工事

の関係で遅れたという経緯があります。

それと、まちびらきとの関係、あるいは

工期との関係、いろいろとあったかと思

うんですけども、今、三好委員のおっしゃっ

たように、我々、素人でも、夏場に植栽

するということについては、問題がある

ことがわかります。業者と行政との間で

話し合いをされて、その上であえて植栽

をさせたということなのか、その辺のこ

とについて答弁お願いしたいと思います。

　小山部長。

○小山都市整備部長　一級河川境川環境

整備事業、境川上面植栽工事にかかわる

質問でございますけれども、これにつき

まして、２つに分けた理由でございます

が、本体工事につきましては、これは補

助事業でございます。補助金を充当して

いる事業でございまして、国費対象とな

るものを本体工事にあげさせていただい

ております。

　そして、（その２）につきましては、

仮設工といいましても、安全的な仮設と

しての共通仮設という扱いではなく、直

接仮設費、つまり、工事用道路の堤防幅

が狭かったために、民地を借りて重機が

通れるように、あるいはダンプがすれ違

えるように仮設の工事を行ったものです。

　その仮設を、（その２）で計上させて

いただきました。それについては国費対

象とならなかったものですから、（その

２）で発注いたしました。

　ただ、経費につきましては、合算した

額で積算しておりますので、別々に発注

したからといって高くついているわけで

はございません。

　それと、瑕疵担保期間と、行政側に責

任があるのか、業者にあるのかというご

質問でございますが、これについてはな

かなか答えづらいのですけども、当初は

３月１５日に終わる工事で予定しており

ました。境川のボックス化の工事も２月

に終わる予定で工事をいたしておりまし

て、その期間で植栽ができるように計画

を進めてまいりました。

　その中で、ボックス上面の工事が遅れ

まして、工期を５月２８日までに延期い

たしましたので、その工事が終わらなけ
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れば植栽工事ができないということにな

りました。造園業者とも、このことにつ

いては協議をいたしております。仮植え

をする等、場所の配慮もいたしておりま

す。そういった形で、購入した樹木は一

たん仮植えする等しながら７月に向けて

工事を進めてきたということでございま

す。

　これは業者との協議の上で、市が強制

的にいつまでにしなければいけないとい

うことを指示したわけではないんですが、

目標としては、やはりコミュニティプラ

ザのオープンまでにはしたいという市の

計画がございましたので、それまでに終

えるよう業者のほうで配慮していただい

たということです。

　責任についてですが、樹木によって、

落葉樹であれば当然、冬の期間に植栽を

行うというのが常識でございます。ただ、

常緑樹につきましては、樹木によって、

いろいろございますので、その辺は私ど

も、正確には判断できないですけれども、

そういう協議をしながら進めてきたとい

うことで、瑕疵の責任が市か業者かとい

われますと、私どもは協働で進めてきた

ので業者にお願いしていくということで

考えております。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　今の瑕疵の問題ですけ

ど、業者責任か行政責任かという点につ

きまして、１２月７日からの工期で、３

月１５日までにできなくて、７月１５日

まで工期延長をされたというのが、この

事務報告書の中に載ってるわけです。

　ならば、冬場に植栽をしなければ木は

枯れるということが、素人でもわかるな

らば、工期延長は１２月末ぐらいまでの

工期延長もしくは平成２３年度の１月ま

での工期延長がしかるべき手段だったと

いうふうに思っております。

　なぜ、７月１５日という、夏場で区切っ

たのかというのが、行政として責任の一

端はあると思うんですよ。

　一方で、業者の責任区分は、やはりプ

ロなんですから、夏場に植栽すると枯れ

るというのはわかりますよ。それを承知

の上で植栽をするなら、枯らさない手法

を完璧にとらなければならないと思いま

す。

　だから、そういったことは、行政側と

しての監督責任も問われますが、そういっ

た請け負った業者もプロなんですから、

そういったときに植えた木については責

任を持ってこれからも追跡しながら対応

してもらうということを要望しておきま

す。

○木村勝彦委員長　三好委員は要望とい

うことで、とどめておられますけれど、

植栽をすることについて、市と業者とは

協議をするわけです。その中で、少なく

とも専門家である業者は夏場に植栽した

ら枯れてしまいますということを言って、

いろんな方法を提示できると思うんです。

　まちびらきに間に合わすためには、仮

植えにするか、あるいは高木はちょっと

工期延長して、先に延ばして、低木でま

ず公園としての体裁を整えていくという

ことも可能だと思うんです。

　だから、業者の方が夏場に植栽するこ

とについて、何の不安も持たずに、これ

でいけるという判断をするのではなく、

この時期に植栽をすると枯れる可能性が

大きいということで市のほうに一定の意

見を言われたのか、その辺のことが大事

だと思います。そのことによって、市の

責任、業者の責任というものがはっきり

してくると思うんです。

　その辺のことについては部長から説明

をお願いします。

　小山部長。
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○小山都市整備部長　この植栽につきま

しては、工期延期する中で、やはり業者

とは議論してきました。

　特殊な樹木もあります。地被類といい

まして、これについても園芸的なものが

ございまして、管理は難しいし、植栽に

ついても難しいということも協議してお

ります。

　その中で枯れるということも、当然想

定されてます。枯れないということは言

えません。

　その中で、私どもとしては、本来は３

月のまちびらきまでに植栽して、全体的

な完成を迎えて、まちびらきをしたいと

いう目標がございましたが、事情があっ

て遅れました。それでもやはり、コミュ

ニティプラザのオープンには間に合わせ

たいというの中で、業者と協議し、７月

中旬の工期をもって植栽していただきま

した。

　その後、業者としましては毎日のよう

に夕方、水やりをして、管理をされてお

ります。ただ、それでも残念なことに枯

れている木もありました。補植も３本ほ

どしました。

　現在は、ほかの木でも枯れてるかとい

いますと、まだそこまでは判断つかない

ですけども、弱ってる木は確かにござい

ます。

　その扱いについては、市の責任なのか、

業者の責任なのか、来年の３月の植え替

え時期には、その議論になってくるだろ

うと思いますが、その辺も調整し、でき

れば業者のほうにお願いしていきたいと

考えております。

○木村勝彦委員長　３月時点で市民の批

判に耐えられるような形をとってもらう

ように委員長のほうからも要請をしてお

きます。

　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午後２時１２分　休憩）

（午後２時１３分　再開）

○木村勝彦委員長　それでは、再開いた

します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　討論なしと認め、採

決いたします。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村勝彦委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　これで、本委員会を閉会します。

（午後２時１４分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　駅前等再開発特別委員長

　　　　　　　　　　　木　村　勝　彦

　駅前等再開発特別委員

　　　　　　　　　　　藤　浦　雅　彦
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